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は
じ
め
に

　
「
公
家
衆
御
馳
走
初
中
後
之
覚
」（
以
下
「
本
史
料
」
と
い
う
）
は
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
備
中
足
守
藩
木
下
家
文

書
の
中
に
あ
る
写
本
（
史
料
番
号
Ｄ
２
‐
４
１
５
）
で
あ
る（

１
）。

　

本
史
料
は
タ
テ
一
七
〇
ミ
リ
、
ヨ
コ
九
七
一
ミ
リ
で
、
形
状
は
上
記
の
用
紙
を
六
丁
分
に
畳
ん
だ
、
折
本
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
も
と

の
用
紙
は
タ
テ
一
七
〇
ミ
リ
、
ヨ
コ
四
九
〇
ミ
リ
の
紙
二
枚
を
、
の
り
し
ろ
九
ミ
リ
で
貼
り
合
わ
せ
て
あ
る
。
表
紙
と
裏
表
紙
に
裏
打
ち

は
さ
れ
て
い
な
い
。
材
質
は
楮
紙
と
思
わ
れ
る
。
全
体
と
し
て
上
部
と
下
部
に
水
に
漬
か
っ
た
よ
う
な
跡
が
あ
る
が
、
特
に
文
字
が
判
読

不
能
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
な
い
。

　

本
史
料
の
内
容
は
、
朝
廷
か
ら
幕
府
へ
派
遣
さ
れ
た
公
家
衆
の
御
馳
走
人
役
を
務
め
た
大
名
か
ら
、
幕
府
高
家
衆
吉
良
上
野
介
に
対
し

て
、
そ
の
役
務
の
細
か
い
内
容
に
つ
き
問
い
合
わ
せ
を
し
、
こ
れ
に
対
し
て
上
野
介
が
附
紙
を
し
て
回
答
し
た
も
の
の
写
し
で
あ
る
。
附

紙
の
部
分
は
朱
書
き
で
示
し
て
い
る
。
な
お
内
容
が
九
つ
の
「
覚
」
書
き
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
同
時
期
に
一
つ
書
き
さ
れ
た
も

の
か
、
別
々
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
を
一
つ
書
き
に
纏
め
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
考
察
す
る
。

　

本
史
料
の
存
在
に
つ
い
て
は
既
に
久
保
貴
子
氏
が
、
岡
山
県
総
務
学
事
課
文
書
整
備
班
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
時
代
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
写
真
で
一
部
分
を
掲
出
し
て
一
通
り
の
史
料
紹
介
を
さ
れ
て
い
る（

２
）。

そ
の
中
で
久
保
氏
は
本
史
料
を
、
木
下
家
文
書
の
馳
走
関
係
史

料
の
中
で
「
唯
一
江
戸
前
期
の
も
の
だ
っ
た
」
と
し
、「
公
家
衆
が
江
戸
へ
到
着
す
る
前
日
に
品
川
に
送
る
使
者
の
服
装
の
こ
と
か
ら
始

ま
り
、
儀
礼
上
の
注
意
事
項
が
細
か
く
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
大
名
に
と
っ
て
、
馳
走
役
は
大
切
な
課
役
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
失
敗
は

許
さ
れ
な
い
。
そ
の
緊
張
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
史
料
で
あ
る
。」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
久
保
氏
の
こ
の
年
代
比
定
と
解
説
が
正
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鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
述
の
解
題
で
明
ら
か
に
し
た
い
。
本
史
料
は
こ
の
よ
う
に
既
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
今
ま
で
全
文
が
翻

刻
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
し
い
検
討
も
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
全
文
を
紹
介
し
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一　
「
公
家
衆
御
馳
走
初
中
後
之
覚
」
と
は

（
一
）
木
下
家
文
書
に
つ
い
て

　

本
史
料
を
含
む
備
中
足
守
藩
木
下
家
文
書
は
、
総
数
約
三
万
点
か
ら
な
り
、
そ
の
内
容
は
豊
臣
氏
関
係
文
書
と
藩
政
史
料
に
分
け
ら
れ

る
。
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
岡
山
県
史
編
纂
室
が
岡
山
大
学
日
本
史
研
究
室
及
び
岡
山
県
立
博
物
館
の
協

力
の
も
と
に
、
当
該
文
書
の
お
お
む
ね
の
調
査
を
行
い
、
分
類
と
目
録
作
成
作
業
を
行
っ
た（

３
）。

こ
の
う
ち
豊
臣
氏
関
係
文
書
に
つ
い
て
は

『
ね
ね
と
木
下
家
文
書（

４
）』

で
全
文
紹
介
と
詳
し
い
解
説
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
木
下
家
文
書
の
う
ち
、
重
要
資
料
を
除
く
藩
政
資
料
・

絵
図
・
典
籍
九
三
二
二
件
が
岡
山
県
史
編
纂
室
に
寄
託
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
編
纂
室
か
ら
現
在
の
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
に
移
管
さ
れ
た（

５
）。

　

藩
政
史
料
と
し
て
は
元
禄
年
間
以
降
の
「
藩
日
記
」
や
上
級
藩
士
三
十
七
家
の
由
緒
を
記
し
た
「
御
家
中
由
緒
書
」
及
び
幕
府
巡
見
使

を
応
接
す
る
藩
の
動
向
が
知
れ
る
「
巡
見
使
記
録
」
な
ど
の
貴
重
な
史
料
が
あ
る（

６
）。

本
史
料
は
そ
の
藩
政
史
料
の
う
ち
、
藩
主
が
公
家
衆

を
饗
応
す
る
御
馳
走
人
役
関
係
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
備
中
足
守
藩
木
下
家
仮
文
書
目
録
を
繰
っ
て
み
る
と
、
木
下
家
文
書
中
に
は
、
御

馳
走
人
役
関
係
史
料
と
思
わ
れ
る
文
書
が
全
部
で
二
十
七
件
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
年
号
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
七
件
に
過
ぎ
ず
、

い
ず
れ
も
江
戸
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
（
表
１　

木
下
家
文
書
御
馳
走
人
役
関
係
史
料
目
録
）。

　

本
史
料
の
よ
う
な
江
戸
前
期
と
み
ら
れ
る
御
馳
走
人
関
係
史
料
は
、
他
の
木
下
家
文
書
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。
江
戸
前
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
の
備
中
足
守
藩
木
下
家
の
御
馳
走
人
役
関
係
文
書
は
、
明
治
期
の
廃
藩
の
混
乱
の
中
に
散
逸
し
て
し
ま
い
、
本
史
料
が
残
さ
れ
た
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表 １ 　木下家文書御馳走人役関係史料目録

通番
資料
番号

表　　題 年号 西暦

1 415 公家衆御馳走初中後之覚 ― ―

2 1424 御着発御逢・京家御呼出・御老中御見舞之図 ― ―

3 1425 殿上之間着座之図 ― ―

4 1426 （凡例　両卿登城尾例次第留書） 天保4年 1833

5 1446 御馳走中案詞下（院使饗応役） ― ―

6 1472 御馳走人被仰付并発輿御届図 ― ―

7 1473 居小屋之図（伝奏御用部屋間取り） ― ―

8 1474 三之御殿居小屋図（御玄関図） ― ―

9 1475 大廊下着座図 ― ―

10 1476 大広間御能図（御目見并見物之図） ― ―

11 1477 二之御殿図 ― ―

12 1478 一之御殿図 ― ―

13 1479 御馳走所之図 ― ―

14 1482
勅使御馳走直勤帳（御用番松平伊和泉守より
到来）

嘉永5～6年 1852～53

15 1483 勅使直勤帳（御用番牧野備前守より到来） 安政3～4年 1856～57

16 1486 （藤堂帳之内・加藤帳之内二簾） ― ―

17 1487 藤堂帳凡例（上使対応心得書付） ― ―

18 1496 （御対顔之節儀式覚書　御玄関・大広間等） ― ―

19 1578 （御高家衆名　肝煎四名・並十五名） 明治 明治

20 1584 （勅使御迎ニ付説諭　家来会釈之儀、他） 2月24日 2月24日

21 1585 窺簾書（御馳走役礼式伺い・解答書等） ― ―

22 1783 大番所勤方帳（勅使日野様を迎え） ― ―

23 1795 御広間御取次勤方帳（院使藤谷宰相滞在） 天保6年2月 1835年2月

24 1797 御用聞勤方　上　（御馳走処日割） 天保13年1月 1842年1月

25 1803 勅使御馳走中諸入用書上帳　大崎十郎兵衛 明治2年4月 1869年2月

26 1813 勅使御馳走日記（勅使供応役） 3月3日～5日 3月3日～5日

27 6584 勅使御馳走直勤表（公家衆接待役） 嘉永5年12月25日 1852

（注）「備中足守藩木下家全文書目録」より筆者作成
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の
は
偶
然
の
所
産
で
あ
ろ
う
か（

７
）。

（
二
）
本
史
料
の
年
代
と
記
載
人
物
及
び
記
主
の
比
定

　

ま
ず
翻
刻
に
付
し
た
傍
線
①
の
「
吉
良
上
野
介
」
に
着
目
し
た
い
。
本
史
料
は
先
述
の
と
お
り
、
御
馳
走
人
役
を
務
め
た
大
名
が
そ
の

役
務
内
容
に
つ
き
、
高
家
に
指
南
を
受
け
た
性
格
の
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
江
戸
期
に
「
吉
良
上
野
介
」
を
名
乗
っ
た
の
は
、
三
河
吉
良

氏
の
子
孫
で
あ
る
義
定
と
そ
の
子
義
弥
及
び
義
弥
の
孫
の
義
央
の
三
人
で
あ
る（

８
）が

、
こ
の
う
ち
義
定
は
終
生
無
位
無
官
で
あ
っ
た（

９
）。

官
位

に
叙
任
さ
れ
な
け
れ
ば
、
高
家
の
職
掌
と
し
て
最
も
重
要
な
朝
廷
へ
の
京
都
上
使
を
務
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
義
定
は
高
家
に
就
任
し
た
こ

と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
義
弥
及
び
義
央
は
そ
れ
ぞ
れ
官
位
を
持
ち
、
京
都
上
使
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
史
料
か

ら
確
認
で
き
る
た
め）

10
（

、
高
家
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
史
料
の
「
吉
良
上
野
介
」
は
義
弥
か
義
央
の
い
ず
れ
か
に
比
定
さ
れ

る
。
義
弥
が
上
野
介
を
称
し
た
の
は
、
父
義
定
の
死
後
の
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
か
ら
、
自
身
が
死
去
す
る
寛
永
二
十
年
（
一
六
四

三
）
ま
で
で
あ
り
、
義
央
の
場
合
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
か
ら
死
去
す
る
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
ま
で
の
間
で
あ
る）

11
（

。
従
っ
て

本
史
料
の
年
代
を
「
江
戸
前
期
」
と
し
た
久
保
氏
の
見
解
は
正
し
い
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
傍
線
②
「
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
」
を
検
討
し
て
み
る
。
雅
楽
頭
の
官
途
名
を
有
す
る
者
が
幕
府
老
中
衆
よ
り
も
上
位
に
記
さ
れ
て

い
る
。
江
戸
幕
府
職
制
上
、
老
中
の
上
の
要
職
は
「
大
老
」
の
み
で
あ
る
。
先
述
の
義
弥
及
び
義
央
が
「
上
野
介
」
を
名
乗
る
期
間
に
大

老
に
就
任
し
た
の
は
、
土
井
利
勝
、
酒
井
忠
勝
、
酒
井
忠
清
、
堀
田
正
盛
及
び
井
伊
直
興
の
五
名
で
あ
り
、「
雅
楽
頭
」
の
官
途
を
称
し

た
の
は
忠
清
で
あ
る）

12
（

。
そ
う
す
る
と
本
史
料
は
、
忠
清
が
大
老
の
要
職
に
あ
っ
た
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
か
ら
延
宝
八
年
（
一
六
八

〇
）
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
傍
線
④
の
「
大
納
言
様
」
で
あ
る
。
こ
の
「
大
納
言
」
は
公
家
衆
へ
進
物
を
遣
わ
し
て
お
り
、
公
家
衆
と
は
区
別
し
て
記
さ
れ
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て
い
る
か
ら
武
家
の
「
大
納
言
」
と
看
て
取
れ
る
。
武
家
で
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
御
三
家
の
う
ち
の
尾
張
・
紀
伊
両
徳
川
家
と

将
軍
世
子
だ
け
で
あ
る
。
忠
清
の
大
老
就
任
期
に
お
け
る
、
尾
張
徳
川
家
の
当
主
光
友
及
び
紀
伊
徳
川
家
の
当
主
光
貞
が
と
も
に
権
大
納

言
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
忠
清
が
大
老
離
職
後
の
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
で
あ
る）

13
（

か
ら
、
彼
ら
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
将
軍
世
子
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
忠
清
大
老
就
任
期
に
将
軍
世
子
と
な
っ
た
の
は
、
四
代
将
軍
家
綱
の
養
子
と
し
て
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月

七
日
に
正
二
位
権
大
納
言
の
叙
任
さ
れ
た
綱
吉
で
あ
る）

14
（

。
そ
し
て
周
知
の
と
お
り
同
年
八
月
二
十
三
日
に
将
軍
宣
下
が
行
わ
れ
、
綱
吉
は

正
二
位
内
大
臣
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
本
史
料
は
、
延
宝
八
年
五
月
七
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
作
成
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
間
に
朝
廷
の
使
者
と
し
て
江
戸
に
下
向
し
た
公
家
衆
は
、
前
将
軍
家
綱
の
贈
官
位
の
使
者
と
、
新
将
軍
綱
吉
の
将
軍
宣
下
の
使
者

で
あ
る）

15
（

。
し
か
し
後
掲
傍
線
⑤
に
「
公
家
衆
登
城
無
之
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
史
料
の
使
者
は
江
戸
城
に
登
城
し
て
い
な
い
。
登
城
し

な
け
れ
ば
将
軍
の
宣
旨
を
伝
達
で
き
な
い
か
ら
、
後
者
の
使
者
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
前
者
の
前
将
軍
家
綱
の
贈
官
位
伝
達
の
使
者
と

い
う
こ
と
に
な
る）

16
（

。

　

こ
の
前
将
軍
家
綱
の
贈
官
位
の
使
者
は
、
勅
使
が
大
炊
御
門
内
大
臣
経
光
、
法
皇
使
が
小
川
坊
城
前
大
納
言
俊
広
、
本
院
使
が
綾
小
路

前
中
納
言
俊
量
、
新
院
使
が
今
城
前
中
納
言
定
淳
、
女
院
使
が
西
洞
院
三
位
時
成
、
宣
命
使
が
平
松
少
納
言
時
方
で
あ
り
、
勅
使
御
馳
走

人
が
土
方
山
城
守
雄
隆）

17
（

（
陸
奥
窪
田
藩
一
万
八
千
石
）、
法
皇
使
及
び
本
院
使
御
馳
走
人
が
木
下
肥
後
守
公き

ん

定さ
だ

、
新
院
使
御
馳
走
人
が
遠

山
和
泉
守
友
春）

18
（

（
美
濃
苗
木
藩
一
万
五
百
石
）、
女
院
使
御
馳
走
人
が
有
馬
伊
予
守
豊
祐）

19
（

（
筑
後
松
崎
藩
一
万
石
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

20
（

。

こ
の
人
員
編
成
は
、
傍
線
⑥
の
「
勅
使
・
新
院
使
江
私
掛
御
目
候
義
、
院
使
中
江
、
土
方
山
城
守
殿
・
有
馬
伊
予
守
殿
・
遠
山
和
泉
守
掛

御
目
候
様
ニ
互
可
申
談
哉
之
事
」
と
の
記
述
と
相
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
勅
使
と
新
院
使
に
「
私
」
が
挨
拶
を
す
る
折

に
は
、
他
の
御
馳
走
人
で
あ
る
土
方
雄
隆
、
遠
山
友
春
及
び
有
馬
豊
祐
に
も
連
絡
す
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
私
」
と
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は
法
皇
使
及
び
本
院
使
御
馳
走
人
の
木
下
公
定
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
備
中
足
守
藩
主
（
二
万
五
千
石
高
）
で
あ
る
。

　

本
史
料
上
の
そ
の
他
の
人
物
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
と
、
大
沢
右
京
大
夫
が
基
恒
（
幕
府
奥
高
家）

21
（

）、
傍
線
③
の
「
河
内
守
」
が
忠
清

の
長
男
酒
井
忠
明
（
後
忠
挙
と
改
名）

22
（

）、「
酒
井
修
理
大
夫
」
が
忠
直
（
若
狭
小
浜
藩
十
二
万
三
千
五
百
石）

23
（

）
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
る
。

ま
た
先
述
の
よ
う
に
本
史
料
は
九
つ
の
「
覚
」
書
き
か
ら
成
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
人
物
や
事
象
の
相
関
関
係
か
ら
、
同
一
の
勅
使
下

向
時
に
作
成
さ
れ
一
つ
書
き
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
各
「
覚
」
書
き
は
一
度
に
高
家
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
覚
書
の
（
一
）
及
び
（
八
）
は
勅
使
が
伝
奏
屋
敷
に
到
着
す
る
ま
で
と
、
到
着
後
に
幕
府
要
職
か
ら
遣
わ
さ

れ
る
上
使
の
接
遇
に
つ
い
て
訊
ね
て
い
る
か
ら
、
公
定
が
御
馳
走
人
役
を
拝
命
し
た
直
後
に
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
覚
書
の

（
六
）
や
（
七
）
の
よ
う
に
、
公
家
衆
や
そ
の
家
来
に
贈
る
音
信
及
び
伝
奏
屋
敷
で
の
火
事
の
用
心
に
特
化
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
標
題
か
ら
も
窺
え
る
。
必
要
な
都
度
、
高
家
へ
伺
い
を
立
て
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
本
史
料
は
、
延
宝
八
年
五
月
に
前
将
軍
家
綱
の
贈
官
位
の
使
者
と
し
て
江
戸
に
下
向
し
た
、
法
皇
使
小
川
坊
城
俊

広
及
び
本
院
使
綾
小
路
俊
量
の
御
馳
走
人
役
を
務
め
た
備
中
足
守
藩
主
木
下
公
定
が
、
高
家
衆
で
指
南
役
の
吉
良
義
央
に
そ
の
接
遇
の
作

法
を
照
会
し
、
附
紙
で
回
答
を
得
た
伺
書
の
写
し
と
認
め
ら
れ
る
。

（
三
）
本
史
料
の
具
体
的
な
性
格
と
作
成
目
的

　

御
馳
走
人
と
は
、
江
戸
に
下
向
し
た
勅
使
等
の
公
家
衆
に
対
し
、
そ
の
在
府
中
の
一
切
の
接
待
を
す
る
と
い
う
重
い
役
務
で
あ
っ
た
。

勅
使
御
馳
走
人
と
し
て
四
万
、
五
万
石
高
く
ら
い
の
大
名
が
、
法
皇
使
御
馳
走
人
と
し
て
二
万
、
三
万
石
高
く
ら
い
の
大
名
が
そ
れ
ぞ
れ

幕
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
。
御
馳
走
人
に
任
命
さ
れ
た
大
名
は
、
城
主
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
勅
使
だ
け
で
な
く
そ
の
供
の
者
に
ま
で
気
を

使
い
な
が
ら
、
朝
か
ら
夜
ま
で
一
切
の
世
話
を
自
身
で
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

24
（

。
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そ
の
具
体
的
な
役
務
は
、
勅
使
等
の
警
固
か
ら
殿
中
で
の
駆
け
引
き
、
幕
府
か
ら
の
上
使
と
の
応
対
、
そ
し
て
饗
応
な
ど
の
賄
向
き
全

般
に
及
び
、
も
ち
ろ
ん
不
作
法
な
ど
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
朝
幕
間
の
儀
礼
に
精
通
し
て
い
る
高
家
衆
の
指
南
を
受
け

る
の
で
あ
る
。
御
馳
走
人
は
任
命
さ
れ
る
と
、
事
前
に
前
勤
の
大
名
家
か
ら
御
馳
走
人
役
の
諸
記
録
を
借
用
し
て
、
接
遇
作
法
等
に
つ
き

調
べ
る
。
そ
し
て
疑
問
点
な
ど
を
含
め
、
接
遇
作
法
に
つ
い
て
の
伺
書
を
提
出
し
て
高
家
か
ら
附
紙
を
貼
っ
て
も
ら
っ
て
確
認
を
す
る
こ

と
か
ら
始
め
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
二
月
の
年
頭
勅
使
に
対
す
る
御
馳
走
人
の
任
命
に
始
ま
り
、
勅
使
の
江
戸
到
着
、
登
城
、

江
戸
発
足
か
ら
京
都
か
ら
の
礼
状
到
着
ま
で
の
一
連
の
儀
式
次
第
を
記
録
し
た
「
吉
良
家
日
記
」
二
十
五
（
別
記
）
の
同
月
二
十
六
日
条

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
　

一
、�

同
廿
六
日
、
今
度
御
馳
走
中
勤
方
存
寄
帳
面
相
調
、
民
部
大
輔
方
江
被
差
越
候
間
、
申
合
存
寄
も
候
ハ
ヽ
致
付
札
差
越
候
様
ニ

と
、
御
馳
走
衆
よ
り
以
使
者
被
申
越
候
付
、
則
申
合
存
寄
有
之
処
、
致
付
札
遣
候
事
、

　
　

一
、
右
帳
面
、
別
札
記
之）

25
（

、

　

か
か
る
取
り
扱
い
は
、
幕
末
の
御
馳
走
人
役
で
も
全
く
同
様
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
勅
使
御
馳
走
人
役
を

務
め
た
陸
奥
一
関
藩
主
田
村
邦
行
の
記
録
「
勅
使
御
馳
走
日
記）

26
（

」
に
も
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
勅
使
御
馳
走
人
を
務
め
た
出
雲
広

瀬
藩
主
松
平
直な

お

諒あ
き

の
記
録
「
勅
使
御
馳
走
日
記）

27
（

」
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
に
高
家
衆
に
伺
書
を
提
出
し
て
附
紙
を
付
さ
れ
て
返
戻
さ
れ
た

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る）

28
（

。

　

こ
の
よ
う
に
伺
書
の
作
成
と
附
紙
の
貼
付
・
返
戻
の
取
り
扱
い
は
、
百
七
十
年
余
を
経
た
幕
末
ま
で
続
い
た
、
御
馳
走
人
役
の
変
わ
ら

ぬ
慣
習
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
「
吉
良
家
日
記
」
二
十
五
別
記
の
記
主
の
比
定
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
指
南
し
た
側
の
高
家
畠
山
民
部
大
輔
基
玄
及
び
品
川
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豊
前
守
伊
氏
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
さ
れ
る）

29
（

。
そ
う
す
る
と
、
附
紙
を
付
し
た
伺
書
を
別
紙
と
し
て
高
家
側
も
保
管

し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
伺
書
の
作
成
目
的
が
、
指
南
し
た
、
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
御
馳
走
人
と
高
家
の
間
で
の
泥
沼

的
論
争
を
回
避
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
公
家
衆
の
在
府
中
は
儀
式
進
行
中
の
こ
と
で
あ
り
、
高
家
衆
は

非
常
に
多
忙
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
御
馳
走
人
の
側
か
ら
積
極
的
に
高
家
に
接
近
し
な
い
と
、
な
か
な
か
直
接
の
指
南
が
受
け
ら
れ
な

か
っ
た）

30
（

。
そ
こ
で
伺
書
を
提
出
し
て
添
削
を
受
け
る
方
法
が
取
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
史
料
に
お
い
て
木
下
公
定
の
指
南
を
し
た
吉
良
義
央
は
、
の
ち
赤
穂
事
件
の
一
方
当
事
者
と
な
り
、

元
禄
十
五
年
に
播
磨
赤
穂
藩
旧
臣
の
襲
撃
を
受
け
て
落
命
し
た）

31
（

。
こ
の
赤
穂
事
件
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
そ
の
前
年
の
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇
一
）
三
月
、
江
戸
城
大
廊
下
に
お
け
る
勅
使
御
馳
走
人
役
の
浅
野
長
矩
に
よ
る
刃
傷
事
件
で
あ
る）

32
（

。
こ
の
刃
傷
事
件
の
原
因
と

さ
れ
る
長
矩
の
義
央
に
対
す
る
「
意
趣
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
取
沙
汰
さ
れ
て
い
る
が
定
説
は
な
い
。
た
だ
長
矩

の
「
意
趣
」
と
は
、
寵
臣
と
も
い
え
る
人
間
か
ら
み
て
も
不
審
に
感
じ
る
よ
う
な
、
判
然
と
し
な
い
不
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
長
矩
が
片
岡
高
房
と
磯
貝
正
久
に
宛
て
て
残
し
た
「
口
上
」
か
ら
窺
え
る）

33
（

。

　

笠
谷
和
比
古
氏
は
こ
の
前
提
に
立
ち
、
長
矩
の
「
意
趣
」
と
は
彼
個
人
の
中
で
鬱
屈
、
胚
胎
し
て
い
た
微
妙
な
問
題
で
あ
り
、
外
見
的

に
誰
の
目
か
ら
も
明
ら
か
な
遺
恨
沙
汰
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る）

34
（

。
笠
谷
氏
の
こ
の
見
解
に
は
筆
者
も
賛
意
を
表
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
続
い
て
笠
谷
氏
は
、
刃
傷
事
件
の
原
因
の
一
説
を
取
り
上
げ
て
、「
ほ
ぼ
こ
の
あ
た
り
が
問
題
の
正
鵠
を
射

て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
が
、
こ
れ
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
一
説
と
は
、
刃
傷
当
日
に
長
矩
が
登
城
し
て
き
た

義
央
を
出
迎
え
た
際
に
、「
勅
使
送
迎
の
作
法
に
つ
い
て
は
、
昨
日
登
城
の
時
と
同
様
で
よ
ろ
し
い
か
。」
と
念
の
た
め
に
義
央
に
問
い
質

し
た
と
こ
ろ
、「
何
を
今
更
な
、
場
当
た
り
的
な
お
尋
ね
。」
と
人
々
の
面
前
で
嘲
弄
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る）

35
（

。
本
史
料

か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
公
家
衆
の
接
遇
の
作
法
に
つ
い
て
は
、
指
南
を
頼
ん
だ
高
家
に
御
馳
走
人
か
ら
事
前
に
伺
書
を
提
出
し
、
指
南
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の
高
家
か
ら
附
紙
を
も
っ
て
添
削
を
受
け
て
お
く
の
が
実
務
上
の
取
り
扱
い
で
あ
り
、
接
遇
の
当
座
の
場
に
お
い
て
口
頭
で
遣
り
取
り
す

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
説
は
、
御
馳
走
人
役
の
実
務
を
知
ら
な
い
階
層
の
者
が
創
作
し
た
話
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
相
当
だ
ろ
う）

36
（

。

　

本
史
料
は
、
こ
の
よ
う
に
江
戸
初
期
に
お
け
る
御
馳
走
人
の
接
待
と
高
家
の
指
導
の
詳
細
な
内
容
を
記
録
し
た
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

本
史
料
の
学
術
的
価
値
も
、
か
か
る
伺
書
の
照
会
と
そ
の
回
答
内
容
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
考
究
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
に
委

ね
た
い
。
こ
こ
で
筆
者
の
興
味
を
惹
い
た
回
答
内
容
を
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
、
大
老
酒
井
忠
清
の
長
男
忠
明
（
先
述
の
傍
線
③
の
「
河
内

守
」）
に
対
す
る
義
央
の
対
応
が
あ
る
。
延
宝
八
年
当
時
の
忠
明
は
部
屋
住
み
の
身
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
従
四
位
下
侍
従
に
叙
任
さ

れ
て
お
り
、
江
戸
城
の
殿
席
も
黒
書
院
溜
詰
め
と
い
う
高
い
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い
た）

37
（

。
こ
の
よ
う
な
名
門
譜
代
の
御
曹
司
で
あ
り
、

「
下
馬
将
軍
」
と
も
呼
称
さ
れ
た
権
勢
家
忠
清
の
嗣
子
と
い
う
忠
明
の
立
場
を
忖
度
し
た
公
定
は
、
忠
清
と
共
に
忠
明
に
も
連
絡
・
報
告

の
使
者
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
義
央
は
忠
明
へ
の
使
者
は
「
無
用
」
と
重
ね
て
返
答
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
忠
明
が
未
だ
部
屋
住

み
の
無
役
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
事
務
的
に
割
り
切
っ
た
判
断
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
上
に
諂
い
、
下
に
傲
り
、

仲
間
を
凌
ぎ
、
世
の
中
を
わ
が
物
顔
に
振
る
舞
う）

38
（

」
と
い
っ
た
、
世
上
流
布
し
て
い
る
義
央
の
人
物
像
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る）

39
（

。

　

な
お
本
史
料
の
限
界
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
く
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
本
史
料
は
、
御
馳
走
人
の
公
定
が
義
央
に
提
出
し

た
伺
書
を
全
て
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
将
軍
家
綱
一
周
忌
法
要

の
導
師
と
し
て
下
向
し
た
、
青
蓮
院
門
跡
尊
澄
法
親
王
の
御
馳
走
人
を
勤
め
た
津
軽
信
政
（
陸
奥
弘
前
藩
四
万
六
千
石
）
は
、
自
身
の
費

用
負
担
で
、
法
親
王
の
宿
所
で
あ
る
瑞
輪
寺）

40
（

本
堂
に
、
幕
府
御
用
絵
師
の
狩
野
常
信
と
探
信
を
連
日
招
請
し
て
絵
を
書
か
せ
、
法
親
王
の

家
来
に
与
え
て
い
る）

41
（

。
こ
の
よ
う
な
公
家
衆
お
楽
し
み
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
当
然
公
定
も
企
画
し
実
施
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
に
係
る
記
述
が
本
史
料
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
伺
書
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
今
回
の
御
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馳
走
人
役
に
は
御
用
お
手
伝
い
の
御
賄
役
人
と
し
て
南
条
金
左
衛
門
則
弘
（
常
陸
国
真
壁
代
官）

42
（

）
が
別
に
任
命
さ
れ
て
い
る）

43
（

。
こ
の
御
賄

は
御
馳
走
人
が
兼
帯
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
年
頭
勅
使
に
同
行
し
た
、
伏
見
中
務
卿
邦
永
親
王
の
御
馳

走
人
を
勤
め
た
脇
坂
安
照
（
播
磨
龍
野
藩
五
万
三
千
石）

44
（

）
は
、
清
め
祓
い
の
作
法
の
心
得
な
い
ま
ま
台
所
役
人
が
飯
を
炊
い
た
た
め
、
飯

炊
き
職
人
が
四
人
も
錯
乱
状
態
に
な
り
、
非
常
に
困
っ
た
と
の
風
聞
が
記
録
さ
れ
て
い
る）

45
（

。
仮
に
公
定
が
賄
方
を
兼
帯
し
て
い
れ
ば
、
や

は
り
別
に
御
賄
の
作
法
を
尋
ね
た
伺
書
が
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

46
（

。

二　

全
文
の
紹
介

　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
朱
書
は
『　

』
で
括
り
、
句
読
点
を
補
っ
た
。
欠
字
と
合
点
は
省
略

し
た
。
原
本
の
体
裁
に
従
う
よ
う
に
努
め
た
が
、
改
行
並
び
に
傍
書
及
び
挿
入
箇
所
を
適
宜
本
文
に
追
い
込
む
な
ど
、
煩
雑
に
過
ぎ
な
い

よ
う
に
配
慮
し
た
。
ま
た
、
一
部
文
意
が
通
じ
な
い
箇
所
が
あ
る
が
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
な
お
翻
刻
文
の
一
部
傍
線
と
丸
数
字
の
部

分
並
び
に
各
覚
書
の
間
は
一
行
空
け
た
。
各
覚
書
下
の
（　

）
と
そ
の
中
の
漢
数
字
は
、
筆
者
が
解
題
の
便
宜
の
た
め
に
付
し
た
も
の
で
、

原
文
に
は
な
い
。

　

本
史
料
の
翻
刻
・
校
正
に
あ
た
っ
て
は
、
林
知
左
子
氏
（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
主
任
主
査
）
の
ご
助
力
を
得
た
。
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（
オ
モ
テ
）

公
家
衆
御
馳
走
初
中
後
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朱
字
者

吉
良
上
野
介
殿
之
附
紙
之
写

　
　
　
　

覚
（
一
）

一
、�

大
沢
右
京
大
夫
殿
江
者

兎
角
之
義
不
申
達
候
、
如
何
可
仕
候
哉
、『
先
日
及
御
直
談
候
通
、
惣
中
間
へ
も
可
被
遣
候
、』

一
、�

公
家
衆
江
戸
着
前
日
よ
り
品
川
江
進
候
使
者
上
下
致
着
、
則
御
宿
近
所
ニ
一
宿
、
翌
日
御
供
、
其
時
ハ
羽
織
袴
着
候
事
、
歩
行
侍
御

書
付
之
通
、
品
川
迄
遣
御
供
之
事
、

　
　
　

附
、
右
之
使
者
、
御
馳
走
所
近
所
迄
馬
上
可
然
候
哉
、

一
、
三
嶋
・
沼
津
江
御
案
内
之
飛
脚
遣
候
節
、
何
ニ
而
茂
鳥
箱
ニ
入
、
台
ニ
居
可
進
候
、
其
節
弥
御
案
紙
可
被
下
事
、

　
　
　

�

附
、
公
家
衆
御
家
来
江
、
此
方
家
来
よ
り
被
書
状
遣
可
申
候
哉
『
二
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、
御
音
信
之
義
、
追
而
差
図
可
仕
候
、
御

案
詞
之
義
、
相
心
得
存
候
、
飛
脚
御
立
候
前
日
可
被
仰
聞
候
、』

一
、
右
之
節
御
状
被
遣
候
者
、
供
之
人
数
并
名
付
共
ニ
書
付
参
候
様
ニ
被
仰
付
可
被
下
事
、『
得
其
意
存
候
、』

一
、�

三
嶋
・
沼
津
よ
り
飛
脚
罷
帰
候
節
者

、
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
・
上
野
介
殿
江
以
使
者
可
申
進
事
、

　
　
『
以
下
六
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、
河
内
守
殿
へ
之
御
使
者
御
無
用
ニ
候
、』

一
、
公
家
衆
供
之
書
付
被
下
候
以
後
、
御
賄
方
江
も
写
遣
候
事
、

一
、
御
着
之
日
限
相
知
申
候
者
、
坊
主
衆
頭
々
江
申
遣
事
、

一
、
酒
井
修
理
大
夫
殿
江
御
馳
走
所
水
之
義
、
同
役
中
家
来
一
所
ニ
申
入
事

一
、
御
到
着
一
日
前
ニ
、
御
馳
走
所
江
引
越
候
事
、 ①

②

③
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附
、
其
日
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
江
今
日
引
越
而
候
参
候
旨
申
上
候
『
河
内
守
殿
江
ハ
御
無
用
ニ
候
、』

一
、
公
家
衆
御
到
着
之
前
日
家
来
到
着
、
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
上
野
介
殿
へ
被
参
候
節
、
案
内
之
使
者
并
乗
物
か
き
・
供
之
者
申
付

　
　

事
、

一
、�

品
川
御
立
之
時
分
、
先
江
注
進
之
足
軽
壱
人
、
芝
札
之
辻
ニ
而
壱
人
、
数
寄
屋
橋
ニ
壱
人
、
先
払
ニ
足
軽
弐
人
、
此
節
上
野
介
殿
へ

御
案
内
、
段
々
可
申
入
候
哉
、『
毎
度
不
及
御
案
内
候
、
御
着
之
節
可
被
仰
聞
候
、』

一
、
御
着
之
刻
、
御
乗
物
居
候
時
分
、
御
馳
走
所
玄
関
う
す
へ
り
之
上
迄
可
罷
出
事
『
四
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、』

　
　
　

附
、
白
砂
江
家
来
罷
出
事
、
門
外
江
者

家
来
壱
人
差
出
、
内
迄
御
召
候
様
ニ
可
申
上
候
事
、

一
、
上
使
之
時
、
家
来
用
人
留
守
居
御
門
外
江
罷
出
候
事
、

一
、
御
着
候
者

、
早
速
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
・
上
野
殿
江
申
進
候
事
、『
河
内
守
殿
江
者

御
無
用
、』

一
、
御
着
候
者

、
其
日
追
付
太
刀
目
録
ニ
而
、
御
礼
申
候
事
、

　
　

同
家
来
御
礼
之
義
、
無
進
物
長
袴
可
為
致
着
候
哉
、

　
　
　
　

覚
（
二
）『
七
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、』

一
、
公
家
衆
御
老
中
・
高
家
衆
江
御
見
廻
之
節
、
御
馳
走
人
者

参
間
敷
事
、

一
、
公
家
衆
よ
り
御
菓
子
等
被
下
候
者

、
自
身
御
礼
罷
出
候
事
、

一
、
公
家
衆
上
野
御
参
詣
之
刻
、
御
馳
走
所
御
出
之
義
、
段
々
御
馳
走
人
迄
申
遣
候
事
、

一
、
御
馳
走
所
江
鉄
炮
・
長
柄
等
遣
候
刻
、
行
烈

（
マ
マ
）ニ

而
物
頭
差
添
遣
事
、

一
、
御
馳
走
相
済
罷
帰
候
時
、
同
前
、
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一
、
御
馳
走
所
火
之
用
心
、
拍
子
木
ニ
而
時
を
打
候
事
并
時
計
遣
置
事
、

一
、
御
馳
走
所
門
外
ニ
有
之
足
軽
、
用
事
無
之
時
者

円
座
用
事
、
御
三
人
方
・
御
老
中
方
・
高
家
衆
へ
時
宜
其
外
見
合
可
申
事
、

　
　
　
　

申
合
之
覚
（
三
）

一
、
御
馳
走
人
江
公
家
衆
申
請
候
義
、
無
用
之
事
、『
尤
之
御
事
候
、』

一
、
同
家
来
小
屋
ニ
而
振
舞
候
儀
、
塗
木
具
二
汁
五
菜
歟
、
七
菜
歟
、
魚
可
用
事
、『
追
而
可
及
御
差
図
候
、』

一
、
同
所
ニ
而
御
賄
衆
・
御
料
理
人
・
御
坊
主
衆
両
度
ニ
振
舞
、
右
同
断
、
但
ぬ
り
膳
、

一
、
御
馳
走
人
同
役
中
四
人
自
分
之
付
届
致
無
用
、
御
用
之
儀
勿
論
、
互
ニ
随
分
可
入
念
事
、

一
、
御
馳
走
所
在
留
之
内
、
自
分
之
見
廻
使
等
相
済
候
以
後
礼
可
申
入
事
、
但
御
三
人
方
・
御
老
中
、
其
外
無
拠
方
ハ
各
別
之
事
、

一
、�

御
老
中
・
河
内
守
殿
・
上
野
介
殿
へ
付
届
之
使
者
、
両
人
ニ
而
可
相
勤
事
、『
四
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、
併
河
内
守
殿
ハ
御
断
ニ
候
間
、

御
付
届
御
無
用
可
被
成
候
、』

　
　
　
　

覚
（
四
）

一
、
大
納
言
様
よ
り
公
家
衆
江
被
遣
物
、
御
馳
走
人
家
来
御
座
敷
江
持
出
、
公
家
衆
御
家
来
差
図
次
第
ニ
置
事
、

　
　
　

�

但
、
御
対
面
所
上
段
御
座
之
下
、
横
畳
之
内
ニ
被
遣
、
物
置
可
申
哉
、『
公
家
衆
ヘ
被
下
物
ハ
、
進
物
番
衆
可
被
罷
越
候
、
置
所

等
之
義
者

、
到
其
節
可
及
差
図
候
、』

一
、
公
家
衆
御
立
前
、
町
奉
行
衆
用
番
江
御
伝
馬
之
儀
、
以
使
者
申
遣
、
但
、
歩
行
侍
壱
人
差
添
ル
、

一
、
公
家
衆
御
見
廻
帳
致
清
書
、
御
発
駕
之
刻
、
家
来
衆
へ
遣
候
事
、『
二
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、』

④
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附
、
帳
之
書
付
、
何
茂
殿
書
ニ
仕
候
事

一
、
御
発
駕
以
後
二
ノ
御
丸
江
罷
出
候
、
并
以
使
者
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
・
上
野
介
殿
江
唯
今
御
立
之
由
申
遣
候
事
、

　
　
　

�

附
、
二
ノ
御
丸
よ
り
直
ニ
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
江
参
候
事
『
尤
之
御
事
ニ
候
、
河
内
守
殿
へ
之
御
使
者
者

御
無
用
可

被
成
候
、
此
節
ハ
河
内
守
殿
へ
御
越
、
御
馳
走
中
付
届
、
上
野
介
殿
迄
御
断
、
被
任
其
旨
之
由
可
被
仰
置
候
』

一
、
公
家
衆
御
発
駕
以
後
方
々
よ
り
参
候
鑑
札
、
以
使
者
返
遣
事
、

一
、
酒
井
修
理
大
夫
殿
江
水
札
、
以
使
者
返
遣
事
、

一
、
御
馳
走
所
江
相
詰
候
者
引
取
事
、

一
、
同
諸
道
具
引
取
事
、

一
、
同
時
両
人
掃
除
等
仕
廻
、
御
屋
鋪
守
へ
引
渡
可
罷
帰
事
、

一
、
御
馳
走
之
公
家
衆
并
家
来
江
遣
物
事
、
追
而
書
付
可
掛
御
目
候
事
、

一
、
公
家
衆
御
発
駕
之
節
、
品
川
江
使
者
、
昼
休
江
飛
札
、
歩
行
侍
肴
一
桶
遣
事
、

　
　
　

附
、
昼
休
無
之
候
者

、
泊
迄
遣
候
事
、

一
、�

右
之
使
者

、
飛
脚
帰
候
節
両
度
共
ニ
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
・
上
野
介
殿
江
以
使
者
申
遣
候
事
、『
河
内
守
殿
へ
ハ
御
無

用
、』

一
、
御
発
駕
之
節
、
御
着
之
通
御
供
、
騎
馬
・
歩
行
侍
・
足
軽
同
断
、

　
（
ウ
ラ
）

一
、
御
賄
・
御
料
理
人
・
坊
主
衆
・
御
馳
走
所
御
留
守
居
へ
遣
物
事
、
追
而
書
付
可
掛
御
目
候
事
、『
以
上
十
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、』
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一
、�

御
発
駕
一
両
日
之
内
同
役
中
申
合
、
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
・
若
年
寄
衆
江
懸
御
目
候
様
ニ
可
参
哉
之
事
、『
尤
之
御
事

候
、
此
節
ニ
候
間
、
一
同
不
被
仰
合
、
御
越
可
被
成
候
、』

　
　
　
　

申
合
之
覚
（
五
）

一
、
於
上
野
公
家
衆
宿
坊
之
事
、『
寒
松
院
ニ
而
御
座
候
、』

一
、�

同
所
御
堂
江
御
馳
走
人
先
江
参
、
何
方
ニ
罷
有
候
哉
、『
御
先
江
被
越
、
御
堂
前
ニ
而
御
待
合
可
被
成
候
、
御
帰
候
節
ハ
従
御
跡
御

宿
坊
迄
御
越
可
被
成
候
、』

一
、
於
同
所
、
公
家
衆
御
迎
ニ
何
方
迄
罷
出
候
哉
、

　
　
　

但
、
公
家
衆
御
帰
之
時
跡
ニ
付
可
申
候
哉
、

一
、
同
所
江
公
家
衆
御
参
詣
之
時
者

、
御
馳
走
人
者

衣
冠
之
事
、

一
、
衣
冠
之
上
ニ
太
刀
は
き
可
申
候
哉
、

　
　
　

附
、
わ
き
さ
し
持
せ
申
事
、

一
、
増
上
寺
江
公
家
衆
御
参
詣
有
之
間
敷
事
、『
四
ヶ
条
勿
論
之
事
候
、』

一
、
公
家
衆
登
城
無
之
事
、

　
　
　
　

御
馳
走
之
公
家
衆
御
逗
留
中
并
家
来
江
音
信
仕
候
覚
（
六
）

一
、
御
着
之
日
、
太
刀
目
録
を
以
御
礼
、

一
、
翌
日
杉
重
、

⑤
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一
、
御
対
顔
翌
日
一
荷
二
種
と
有
之
候
得
共
、
此
度
者

登
城
無
之
由
被
仰
聞
候
、
如
何
可
仕
候
哉
『
此
節
之
間
、
御
無
用
可
被
成
候
、』

一
、
一
両
日
置
肴
名
酒
、『
尤
ニ
候
、
魚
物
、
精
進
之
義
者
、
追
而
可
致
御
差
図
候
、』

一
、
濃
茶
錫
之
中
次
、
紫
幅
紗
、
花
な
と
進
候
事
、

一
、
家
来
江
大
折
手
樽
、

一
、
御
賄
方
・
御
料
理
人
・
坊
主
衆
へ
音
信
事
、『
前
後
五
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、』

　
　
　
　

火
事
之
節
之
覚
（
七
）『
五
ヶ
条
尤
之
御
事
ニ
候
、』

一
、�

若
火
事
出
来
、
程
近
ニ
而
急
ニ
御
退
候
者

、
方
角
ニ
依
、
上
野
増
上
寺
又
者

御
馳
走
人
宅
江
成
共
御
供
可
申
事
、
少
之
間
も
候
者

、
上

野
介
殿
御
差
図
可
有
之
事
、

一
、
同
時
、
面
々
御
馳
走
人
御
供
申
、
先
江
家
来
騎
馬
、
自
身
ハ
御
跡
よ
り
可
乗
候
、
人
込
候
者

御
先
江
御
馳
走
人
乗
可
申
候
、

　
　
　

但
、
袴
之
上
に
羽
織
可
着
歟
、
御
供
之
家
来
者

革
羽
織
、
急
成
時
者

上
下
、

一
、
何
方
江
も
御
移
候
時
者

、
其
所
ニ
幕
を
打
、
宿
札
ヲ
打
、
御
定
之
弓
・
鑓
・
鉄
炮
遣
置
申
候
事
、

一
、
同
時
、
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
上
野
介
殿
江
御
退
候
所
可
申
進
候
事
、

一
、
同
時
公
家
衆
荷
物
の
け
申
候
事
、
御
馳
走
所
ニ
有
合
候
者

可
持
出
候
、
但
、
間
有
之
者

屋
敷
よ
り
も
人
可
越
候
、

　
　
　
　

覚
（
八
）

一
、
上
使
御
座
候
節
者

、
先
江
相
知
申
候
哉
、『
前
廉
御
左
右
可
申
入
候
、』

一
、
雅
楽
頭
殿
・
御
老
中
・
河
内
守
殿
・
若
年
寄
衆
御
見
舞
之
節
も
、
先
江
相
知
申
候
哉
、『
前
廉
御
左
右
可
申
入
候
、』
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一
、�

上
使
之
節
又
者

御
老
中
・
河
内
守
殿
・
若
年
寄
衆
始
而
御
見
廻
之
節
、
御
馳
走
人
も
長
袴
之
事
、
但
又
御
暇
乞
ニ
御
成
之
節
ハ
、
半

上
下
着
シ
可
申
哉
之
事
、『
御
書
付
之
通
ニ
候
、』

一
、�
明
日
上
野
ヘ
御
参
詣
候
様
ニ
と
、
高
家
衆
御
出
被
仰
候
時
ハ
上
文
と
申
ニ
而
者

有
之
間
敷
候
間
、
御
馳
走
人
者

半
上
下
着
可
仕
候
哉
、

『
半
袴
、』

一
、
上
使
又
ハ
御
老
中
御
出
之
時
者

、
何
方
迄
御
先
江
罷
出
候
哉
、『
御
送
迎
、
御
玄
関
薄
縁
之
上
迄
、』

　
　
　
　

覚
（
九
）『
此
方
ヨ
リ
別
ニ
尋
候
、』

一
、�

公
家
衆
御
着
、
初
而
掛
御
目
候
節
、
太
刀
銀
馬
代
且
又
勅
使
・
新
院
使
江
私
掛
御
目
候
義
、
院
使
中
江
、
土
方
山
城
守
殿
・
有
馬
伊

予
守
殿
・
遠
山
和
泉
守
掛
御
目
候
様
ニ
互
可
申
談
哉
之
事
、『
尤
之
御
事
候
、』

一
、�

両
院
使
江
私
家
来
、
若
可
被
召
出
候
者

、
長
袴
着
候
様
ニ
可
申
付
哉
之
事
、『
当
番
之
御
馳
走
被
致
候
衆
御
聞
合
、
其
通
ニ
可
被
成

候
、』

一
、
公
家
衆
東
叡
山
江
何
ニ
而
も
御
持
参
有
之
候
者

、
歩
行
侍
上
下
着
、
宰
領
可
申
付
哉
之
事
、『
尤
之
御
事
候
、』

一
、�

公
家
衆
東
叡
山
江
参
詣
御
帰
之
時
分
、
上
野
介
殿
江
者

勿
論
、
今
度
者

各
別
之
参
詣
候
間
、
御
月
番
之
御
老
中
迄
以
使
者
可
申
上
哉

之
事
、『
御
老
中
并
拙
者
義
も
其
節
上
野
ニ
相
詰
候
間
、
不
及
御
左
右
候
、』

一
、�

品
川
迄
差
出
候
使
者
、
両
院
使
本
陣
前
迄
上
下
ニ
而
罷
出
有
之
而
、
本
陣
江
御
入
候
時
口
上
申
上
様
ニ
可
申
付
哉
之
事
、『
尤
之
御

事
候
、』

一
、�

東
叡
山
江
公
家
衆
御
参
詣
之
時
、
御
馳
走
人
者

御
先
江
可
参
哉
、
於
寒
松
院
御
馳
走
之
事
、『
寒
松
院
指
合
、
常
照
院
ニ
成
公
家
衆

下
輿
之
場
御
経
堂
前
廻
廊
之
脇
竹
埒
之
外
ニ
相
究
候
、
各
も
右
之
所
迄
御
出
迎
之
筈
ニ
候
、
御
先
へ
御
越
可
被
成
候
、
寒
松
院
御
馳

⑥
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走
被
申
候
間
、
各
不
及
御
馳
走
候
、』

一
、�
両
院
使
伝
奏
屋
敷
江
御
到
着
之
時
、
即
刻
酒
井
修
理
殿
宅
江
、
右
之
趣
使
者
留
守
居
口
上
書
仕
、
雅
楽
頭
殿
・
上
野
介
殿
江
注
進
申
、

且
又
上
野
介
殿
江
者

公
家
衆
御
支
度
調
候
者

注
進
追
而
可
申
入
哉
之
事
、『
毎
度
御
書
付
之
通
ニ
候
、
乍
然
此
節
候
間
修
理
大
夫
宅
へ

者
雅
楽
頭
殿
御
越
有
□

（
之
カ
）間

敷
候
、
及
其
砌
差
図
可
仕
候
、』

一
、
公
家
衆
御
同
道
之
時
、
跡
乗
之
者
四
人
御
跡
江
引
下
り
一
列
ニ
乗
申
様
ニ
可
申
付
哉
之
事
、

一
、�

公
家
衆
御
立
之
時
分
早
天
ニ
候
者

、
先
以
使
者
即
刻
御
老
中
・
上
野
殿
江
其
趣
注
進
申
入
、
其
後
御
老
中
御
登
城
之
時
分
、
各
申
合

候
而
登
城
仕
、
公
家
衆
御
逗
留
中
別
条
無
之
相
勤
之
趣
可
申
哉
之
事
、

一
、
此
節
ニ
候
間
、
公
家
衆
家
来
中
者

魚
類
用
申
候
共
、
自
分
之
家
来
精
進
ニ
可
申
付
被
存
候
事
、『
已
上
三
ヶ
条
尤
之
御
事
候
、』

お
わ
り
に

　

本
史
料
に
よ
り
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
御
馳
走
人
の
役
務
内
容
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
幕
末
ま
で
連
綿
と
続

け
ら
れ
て
慣
習
化
し
て
い
た
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
幕
末
の
御
馳
走
人
関
係
の
史
料
か
ら
、
江
戸
初
期
の
御
馳
走
人
の
役
務
内

容
を
演
繹
す
る
こ
と
は
有
効
な
方
法
論
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
年
代
を
経
る
に
従
い
、
改
め
ら
れ
た
部
分
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

ま
ず
先
述
の
御
馳
走
人
の
役
務
内
容
の
一
つ
で
あ
る
接
待
の
賄
い
方
の
支
出
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
幕
府
の

賄
い
向
き
の
改
正
に
伴
い
、
御
馳
走
人
の
支
弁
か
ら
幕
府
代
官
の
支
弁
に
改
め
ら
れ
て
い
る）

47
（

。

　

次
に
陸
奥
一
関
藩
主
田
村
家
の
「
勅
使
御
馳
走
日
記
」
及
び
出
雲
広
瀬
藩
主
松
平
家
の
「
勅
使
御
馳
走
日
記
」
に
は
、
い
ず
れ
も
幕
府
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勘
定
奉
行
か
ら
、「
勅
使
御
馳
走
方
御
改
定
御
定
牒
」「
公
家
衆
御
馳
走
人
勤
方
牒
」「
別
紙
」「
申
達
之
覚
」
と
い
う
、
御
馳
走
人
役
に
係

る
手
引
書
と
も
い
う
べ
き
書
類
四
冊
を
貸
与
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

48
（

。
し
か
し
大
石
学
氏
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕

府
の
役
職
に
係
る
「
留
帳
（
公
文
書
）」
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
記
録
が
幕
府
に
よ
り
一
元
的
に
蓄
積
・
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

享
保
の
改
革
以
後
の
こ
と
で
あ
る）

49
（

。
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
先
述
の
手
引
書
の
よ
う
な
書
類
は
、
幕
府
に
お
い
て
は
作
成
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
岩
下
哲
典
氏
が
紹
介
し
た
「
注
進
手
札
」
が
あ
る
。
岩
下
氏
は
、
先
述
の
陸
奥
一
関
藩
主
田
村
家
の
「
勅
使
御
馳
走
日
記
」
の

記
述
か
ら
、
殿
中
儀
式
に
お
い
て
公
家
衆
、
御
三
家
、
老
中
、
高
家
の
動
向
を
連
絡
し
て
逐
次
把
握
す
る
手
段
と
し
て
、「
注
進
手
札
」

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

50
（

。「
注
進
手
札
」
は
先
述
の
出
雲
広
瀬
藩
主
松
平
家
の
「
勅
使
御
馳
走
日
記
」
に
も
見

ら
れ
る
か
ら
、
広
く
幕
末
の
御
馳
走
人
の
役
務
上
用
い
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
と
み
え
る）

51
（

。
し
か
し
こ
の
「
注
進
手
札
」
は
、
本
史
料
に

も
先
述
の
「
吉
良
家
日
記
」
二
十
五
別
記
に
も
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
こ
れ
は
史
料
の
性
格
上
の
相
違
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
佐
藤
孔
亮
氏
に
よ
る
と
、
先
述
の
赤
穂
事
件
の
際
、
浅
野
長
矩
に
は
儀
式
次
第
の
刻
限
変
更
に
係
る
連
絡
が
な
く
、
こ
の
た

め
長
矩
は
時
刻
を
間
違
え
て
、
不
作
法
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う）

52
（

。
こ
れ
は
「
注
進
手
札
」
の
し
く
み
が
事
件
当
時
に
存
在
し
て

い
た
な
ら
ば
、
防
げ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
江
戸
初
期
の
御
馳
走
人
役
に
も
「
注
進
手
札
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

国
内
各
地
の
藩
政
史
料
に
は
、
御
馳
走
人
役
関
係
史
料
が
他
に
も
多
数
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
の
内
容
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
未
検
討
の
状
態
で
あ
る
。
本
史
料
の
よ
う
に
無
年
号
で
あ
っ
て
も
、
実
は
江
戸
初
期
及
び
中
期
ま
で
遡
る
御
馳
走
人
関
係

史
料
が
、
ま
だ
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
初
期
及
び
中
期
に
お
け
る
御
馳
走
人
役
の
実
態
の
解
明
は
、
今
後
の
史
料
の
発
掘
と
集
積

及
び
そ
の
分
析
に
よ
り
果
た
さ
れ
る
も
の
と
思
料
す
る
。
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注（
１
）　

本
史
料
は
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
所
長
平
井
誠
二
氏
が
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
の
依
頼
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
五
月
三
日
に
同
資

料
館
で
実
地
調
査
を
行
い
、
詳
細
な
調
査
報
告
書
（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
）
を
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
適
宜
当
該
報
告
書
の
内
容
を
引
用
さ

せ
て
い
た
だ
く
。

（
２
）　

久
保
貴
子
「
岡
山
県
総
務
学
事
課
文
書
整
備
班
史
料
調
査
参
加
記
」（
岡
山
藩
研
究
会
編
集
『
岡
山
藩
研
究
』
四
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
３
）　

人
見
彰
彦
「
足
守
木
下
家
文
書
調
査
」（『
岡
山
県
史
研
究
』
五
、
一
九
八
三
年
）。

（
４
）　

山
陽
新
聞
社
編
『
ね
ね
と
木
下
家
文
書
』（
山
陽
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
５
）　

岡
山
シ
テ
ィ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編
『
岡
山
に
生
き
た
豊
臣
家
～
備
中
足
守
藩
木
下
家
資
料
～
』（
岡
山
シ
テ
ィ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
〇
一
五
年
）。

（
６
）　
『
岡
山
県
史　

第
二
六
巻
諸
藩
文
書
』（
岡
山
県
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
二
七
頁
。

（
７
）　

杉
原
康
子
「
明
治
三
十
五
年
九
月
作
成
の
「
御
所
蔵
品
目
録
草
案
」
を
調
査
し
て
」（『
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
紀
要
』
一
一
、
二
〇
一
六
年
）。
結

論
を
先
取
り
す
る
か
た
ち
に
な
る
が
本
史
料
は
足
守
藩
六
代
藩
主
公
定
自
ら
が
記
し
た
文
書
の
写
し
で
あ
る
。
杉
原
康
子
氏
に
よ
る
と
公
定
は
藩

の
文
政
に
力
を
注
ぎ
、
学
問
を
奨
励
し
、
現
在
の
足
守
の
基
盤
を
作
っ
た
名
君
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
か
か
る
名
君
の
公
定
が
作
成
し
た
文
書
で

あ
る
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
写
し
が
作
成
さ
れ
、
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
原
本
は
失
わ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
別
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
注
16
参
照
。

（
８
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）、
五
二
八
頁
以
下
。

（
９
）　
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
料
叢
刊　

干
城
録　

七
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
）、
五
九
六
頁
。

（
10
）　

官
位
叙
任
に
つ
い
て
は
前
掲
注
８
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
二
』。
高
家
の
職
務
に
精
勤
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
吉
良
家
日
記　

吉
良
町
史

別
冊
資
料
』（
西
尾
市
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
11
）　

前
掲
注
８
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
二
』
参
照
。

（
12
）　
『
国
史
大
辞
典
第
八
巻
』「
大
老
」
の
項
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）、
九
二
〇
頁
。
な
お
最
近
の
研
究
で
は
、
大
老
を
後
見
型
大
老
な
い
し
執
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事
系
大
老
と
、
政
務
型
大
老
な
い
し
元
老
系
大
老
に
峻
別
し
て
把
握
す
る
べ
き
と
の
見
解
が
あ
る
（
野
田
浩
子
「
江
戸
幕
府
初
期
大
老
と
井
伊
直

孝
の
役
割
」『
立
命
館
文
学
』
六
〇
五
、
二
〇
〇
八
年
）。
こ
れ
に
従
え
ば
、
井
伊
直
孝
、
松
平
忠
明
、
保
科
正
之
、
榊
原
忠
次
及
び
井
伊
直
澄
も

大
老
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
雅
楽
頭
」
の
官
途
を
称
し
て
い
な
い
の
で
結
論
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
13
）　
『
徳
川
諸
家
系
譜　

第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年
）、
二
〇
〇
頁
、
二
三
八
頁
。

（
14
）　
『
徳
川
諸
家
系
譜　

第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）、
五
〇
頁
。

（
15
）　
「
公
家
衆
御
参
向
之
記　

二
」
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
（
請
求
番
号
八
三
函
二
七
番
）。

（
16
）　

な
お
付
言
す
る
と
、
こ
の
時
公
家
衆
が
登
城
し
な
か
っ
た
の
は
、
前
将
軍
家
綱
が
江
戸
城
内
で
死
去
し
た
こ
と
に
よ
る
死
穢
を
忌
避
し
た
た
め
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
年
録
」
七
八
、（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
請
求
番
号
八
三
三
‐
一
）
の
延
宝
八
年
の
項
に
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

三
代
将
軍
家
光
薨
去
の
時
の
家
綱
の
先
代
の
家
光
の
薨
去
の
法
事
が
行
わ
れ
た
「
年
録
」
二
三
、
慶
安
四
年
五
月
廿
三
日
条
に
「
則
仰
之
趣
豊
後

守
伝
之
曰
、
今
度
日
光
江
御
経
被
送
進
御
満
悦
被�

思
召
之
趣
相
心
得
可
被
致
奏
達
之
由�

御
対
顔
之
上�

勅
答
雖
被
仰
出
、
御
忌
中
営
中
も
相
穢
、

其
上
御
幼
少
ニ
付
而
不
其
義
也
、」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
勅
使
等
の
勅
答
の
遣
り
取
り
が
江
戸
城
に
て
執
り
行
わ
れ

な
い
儀
礼
は
、
前
将
軍
薨
去
の
例
く
ら
い
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
本
史
料
が
残
さ
れ
た
の
は
単
な
る
偏
在
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
木
下
家
と
し
て

は
貴
重
な
先
例
の
儀
礼
と
し
て
特
に
写
本
を
作
成
し
て
伝
え
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
別
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
注
７
参
照
。

（
17
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
五
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
）、
三
五
七
頁
。

（
18
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
十
三
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）、
七
八
頁
。

（
19
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
八
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）、
五
五
頁
。

（
20
）　

こ
の
記
述
の
正
し
い
こ
と
は
、
前
掲
注
15
「
年
録
」
七
八
、
国
立
国
会
図
書
館
（
請
求
番
号
八
三
三
‐
一
）
延
宝
八
年
五
月
二
十
三
日
条
及
び

「
厳
有
院
殿
薨
去
記
写
」（『
増
上
寺
史
料
集　

第
九
巻
』
増
上
寺
、
一
九
八
四
年
、
三
五
七
頁
）
延
宝
八
年
五
月
十
八
日
条
を
参
照
。
な
お
木
下
公

定
は
、
刊
行
物
で
は
「

定
」
と
表
記
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
前
注
７
杉
原
論
文
の
指
摘
に
従
い
「
公
定
」
の
表
記
で
統
一
す
る
。

（
21
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
十
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）、
一
一
五
頁
。
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（
22
）　

前
掲
注
８
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
二
』、
八
頁
。

（
23
）　

前
掲
注
８
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
二
』、
二
四
頁
。

（
24
）　

平
井
誠
二
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
年
頭
勅
使
の
関
東
下
向
」（『
大
倉
山
論
集
』
第
二
三
輯
、
一
九
八
八
年
）。

（
25
）　

前
掲
注
10
『
吉
良
家
日
記
』
六
八
八
頁
。
な
お
残
念
な
が
ら
「
別
札
」
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

（
26
）　

小
岩
弘
明
「
沼
田
家
本
「
勅
使
御
馳
走
日
記
」
と
そ
の
周
辺
」（『
一
関
市
博
物
館
研
究
報
告
』
六
、
二
〇
〇
三
年
、
六
〇
頁
）
に
「
二
八
日
い
よ

い
よ
勅
使
一
行
の
陣
容
が
知
ら
さ
れ
田
村
は
伺
書
を
提
出
す
る
。
こ
れ
は
勅
使
御
馳
走
人
と
し
て
の
全
て
の
行
動
パ
タ
ー
ン
の
伺
い
で
あ
り
、
こ

の
内
容
は
勅
使
御
馳
走
人
の
本
分
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
る
。
少
々
長
い
が
全
項
目
を
挙
げ
て
み
た
い
。

�

　

一
、
表
番
所
に
備
え
る
武
器
の
数
や
人
数

�

　

一
、
三
嶋
沼
津
到
着
の
予
定
を
飛
脚
を
立
て
て
手
紙
で
聞
く
べ
き
か
、
そ
の
場
合
各
方
の
手
紙
も
添
え
る
べ
き
か

�

　

一
、
飛
脚
が
戻
っ
た
ら
、
老
中
、
西
丸
老
中
に
注
進
す
べ
き
か

�

　

一
、
江
戸
到
着
の
前
日
、
自
分
が
御
馳
走
所
へ
移
る
時
に
老
中
に
届
を
す
べ
き
か

�

　

一
、
到
着
前
日
に
両
卿
に
一
人
ず
つ
使
者
を
出
す
際
の
服
装
、
及
び
同
行
の
徒
士
の
服
装

�

　

一
、
江
戸
到
着
の
前
日
の
宿
駅
に
着
い
た
こ
と
を
告
げ
て
き
た
際
に
は
、
老
中
、
西
丸
老
中
に
知
ら
せ
る
べ
き
か

�

　

一
、
両
卿
御
馳
走
所
到
着
の
時
間
は
自
由
か

�

　

一
、
御
馳
走
所
到
着
時
に
老
中
、
西
丸
老
中
、
若
年
寄
ほ
か
へ
知
ら
せ
る
べ
き
か

�

　

一
、
到
着
時
に
自
分
は
式
台
薄
縁
ま
で
迎
え
に
出
る
か
、
家
来
は
白
州
で
出
迎
え
る
か

�

　

一
、�

両
卿
が
御
馳
走
所
に
お
入
り
に
な
り
追
っ
て
太
刀
金
馬
代
を
お
目
に
か
け
る
か
、
別
勅
使
、
女
御
使
へ
は
ど
う
か
、
家
来
の
お
目
見
え
の

仰
せ
を
蒙
っ
た
場
合
出
る
べ
き
か
、
そ
の
時
服
装
は
半
袴
か

�

　

一
、
到
着
時
の
上
使
の
名
前
を
知
ら
せ
て
欲
し
い

�

　

一
、
上
使
が
お
出
で
の
時
は
式
台
薄
縁
ま
で
迎
え
に
出
る
か
、
家
来
は
白
州
で
出
迎
え
る
か
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�

　

一
、
右
大
将
（
家
定
）
か
ら
の
上
使
は
公
方
（
家
慶
）
か
ら
の
上
使
の
心
得
で
よ
い
か

�

　

一
、
自
分
は
毎
日
長
袴
を
着
用
す
べ
き
か

�
　

一
、
両
卿
の
跡
乗
り
は
一
人
づ
つ
、
徒
士
三
人
づ
つ
か

�
　

一
、
老
中
、
西
丸
老
中
が
見
え
た
時
は
ど
こ
ま
で
出
迎
え
る
か
、
若
年
寄
ほ
か
は
ど
う
す
る
か

�

　

一
、
両
卿
が
登
城
の
と
き
、
ど
こ
で
下
乗
す
る
か
、
御
馳
走
所
を
出
る
と
き
注
進
す
る
か
、
自
分
は
一
足
先
に
登
城
す
べ
き
か

�

　

一
、
登
城
時
に
は
玄
関
か
ら
ど
こ
ま
で
両
卿
の
後
に
付
け
ば
い
い
か

�

　

一
、
西
丸
へ
も
登
城
す
る
か
、
そ
れ
は
何
回
か
、
自
分
は
本
丸
か
ら
西
丸
へ
一
足
先
に
登
城
す
べ
き
か

�

　

一
、
西
丸
登
城
時
に
は
ど
こ
で
下
乗
す
べ
き
か
、
自
分
は
ど
こ
の
席
ま
で
案
内
す
る
の
か

�

　

一
、
両
卿
は
御
城
か
ら
老
中
、
西
丸
老
中
そ
の
外
へ
廻
勤
め
を
行
う
か
、
自
分
は
帰
る
べ
き
か

�

　

一
、
両
卿
が
逗
留
中
に
所
労
で
服
薬
の
場
合
医
師
は
ど
う
す
べ
き
か
、
家
司
急
病
の
場
合
は
先
手
医
師
が
治
療
か

�

　

一
、�

上
野
・
増
上
寺
参
詣
の
時
は
ど
こ
で
下
乗
す
べ
き
か
、
自
分
は
一
足
先
に
行
っ
て
ど
こ
で
待
っ
て
ど
こ
ま
で
案
内
す
る
の
か
、
お
泊
り
と

な
っ
た
場
合
す
ぐ
知
ら
せ
て
ほ
し
い　

そ
の
場
合
調
菜
ま
た
は
菓
子
を
お
出
し
す
る
か

�

　

一
、
参
詣
が
済
ん
だ
な
ら
ば
老
中
外
へ
知
ら
せ
る
べ
き
か

�

　

一
、
日
光
門
主
、
御
三
家
が
御
見
廻
り
に
来
た
ら
自
分
並
び
に
家
来
は
ど
こ
ま
で
お
出
迎
え
す
べ
き
か

�

　

一
、
両
卿
が
御
三
家
へ
お
出
に
な
る
こ
と
を
知
っ
た
ら
す
ぐ
に
家
老
衆
へ
使
者
を
出
す
べ
き
か

�

　

一
、
両
卿
の
外
出
が
夜
遅
く
に
な
っ
た
場
合
は
、
老
中
外
へ
の
届
は
翌
朝
で
よ
い
か

�

　

一
、�

火
事
の
場
合
退
所
を
ど
う
す
べ
き
か
、
自
分
も
同
道
す
べ
き
か
、
火
の
方
角
に
よ
り
寺
院
や
拙
宅
に
退
く
か
、
お
供
を
ど
う
す
る
か
、
御

馳
走
所
に
備
え
て
い
る
武
器
を
持
っ
て
い
く
か
、
退
い
た
場
所
を
老
中
外
へ
注
進
す
る
か

�

　

一
、
強
い
地
震
が
あ
っ
て
別
条
な
い
時
は
ど
こ
へ
知
ら
せ
る
べ
き
か

�

　

一
、
両
卿
か
ら
お
土
産
が
あ
る
と
き
は
受
け
取
る
べ
き
か
、
家
来
へ
下
し
物
が
あ
る
と
き
は
ど
う
す
る
か



205

足
守
木
下
家
文
書
「
公
家
衆
御
馳
走
初
中
後
之
覚
」
に
つ
い
て
（
小
林
）

�
　

一
、
火
の
廻
役
人
に
昼
夜
見
廻
ら
せ
夜
は
拍
子
木
を
打
た
せ
る
か

�
　

一
、
両
卿
家
来
に
不
慮
の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
ど
こ
に
届
け
る
か

�

　

一
、
江
戸
発
駕
の
際
、
老
中
、
西
丸
老
中
、
若
年
寄
外
に
知
ら
せ
る
か

�

　

一
、
発
駕
以
後
に
登
城
し
て
報
告
し
、
そ
れ
か
ら
老
中
、
西
丸
老
中
、
若
年
寄
外
へ
届
け
る
か

�

　

一
、
見
送
り
の
た
め
品
川
駅
ま
で
跡
乗
、
徒
士
を
添
え
る
か

�

　

一
、
宿
泊
地
ま
で
飛
脚
を
出
し
戻
っ
た
ら
老
中
、
西
丸
老
中
ま
で
お
知
ら
せ
す
る
か

�

　

一
、
両
卿
へ
の
進
物
内
容

�

　

一
、
到
着
、
上
使
、
対
顔
、
御
能
、
返
答
、
参
詣
そ
の
時
々
の
自
分
着
用
の
衣
服
に
つ
い
て

�

以
上
、
三
八
ヶ
条
に
わ
た
る
事
細
か
な
質
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
付
札
を
付
し
て
返
却
さ
れ
て
い
て
、「
御
馳
走
日
記
」

に
は
頭
注
に
指
示
内
容
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　

宮
内
悊
「
嘉
永
４
年
・
勅
使
御
馳
走
日
記
の
検
討
」（『
日
本
文
化
』
一
三
、
一
九
九
三
年
）、
七
七
頁
に
「
御
掛
畠
山
長
門
守
へ
御
留
守
居
ま
か
り

出
、
御
用
人
田
中
衛
守
へ
出
会
い
「
来
春
参
向
の
勅
使
誰
殿
な
ら
れ
、
御
下
向
何
月
哉
、
日
頃
な
ら
れ
御
発
駕
籠
候
哉
、
御
馳
走
所
何
方
に
て
御

座
候
哉
、
仰
せ
聞
か
れ
下
さ
る
べ
く
候
」
使
者
を
も
っ
て
申
し
述
べ
候
。
な
ら
び
に
御
家
来
伺
書
指
し
出
し
候
と
（
こ
脱
ヵ
）
ろ
落
手
な
ら
れ
、

追
て
御
取
り
調
べ
の
上
御
答
仰
せ
聞
か
さ
る
べ
き
旨
御
挨
拶
こ
れ
有
り
」（
十
二
月
三
十
一
日
条
）、
八
一
頁
に
「
畠
山
長
門
守
様
用
人
田
中
三
治

兵
衛
を
も
っ
て
書
付
「
年
頭
な
ら
び
に
女
一
宮
誕
生
の
儀
を
か
ね　

勅
使
三
條
大
納
言　

坊
城
前
大
納
言　

二
月
廿
五
日
頃
着
府
の
積
候
事
」
な

ら
び
に
書
面
へ
附
札
、
家
来
伺
書
へ
も
附
札
相
渡
し
済
み
」（
二
月
朔
日
条
）、「
伝
奏
屋
敷
両
役
所
へ
昨
日
畠
山
長
門
守
様
よ
り
御
渡
し
に
な
ら
れ

候
伺
書
、
か
つ
家
来
伺
書
へ
附
札
な
ら
び
に
書
付
写
一
通
、
都
合
三
通
な
ら
び
に
去
月
十
九
日
城
に
お
い
て
勘
定
奉
行
様
よ
り
渡
し
の
定
帳
四
冊

返
上
」（
二
月
二
日
条
）
と
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）　

木
下
家
文
書
に
も
同
じ
性
格
の
文
書
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
表
１
、
通
番
21
「
窺
廉
書
」
が
あ
る
。

（
29
）　

平
井
誠
二
「『
吉
良
家
日
記
』
解
題
」（
前
掲
注
10
『
吉
良
家
日
記
』
七
四
七
頁
）。
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（
30
）　

鶴
田
啓
「
近
世
大
名
の
官
位
叙
任
過
程
―
対
馬
藩
主
宗
義
倫
、
義
誠
の
事
例
を
中
心
に
―
」（『
日
本
歴
史
』
五
七
七
、
一
九
九
六
年
）。
こ
れ
は
官

位
叙
任
文
書
の
受
取
手
続
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
名
側
か
ら
積
極
的
に
高
家
の
許
に
足
を
運
び
、
指
導
を
仰
い
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
31
）　
『
国
史
大
辞
典
第
一
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）「
赤
穂
事
件
」
の
項
。

（
32
）　

本
史
料
の
記
主
木
下
公
定
は
、
天
和
二
年
八
月
十
七
日
に
第
七
回
朝
鮮
通
信
使
を
浅
野
長
矩
と
と
も
に
三
嶋
宿
に
て
饗
応
し
、
韓
使
か
ら
緑
豆
を

音
物
と
し
て
贈
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
長
矩
と
は
面
識
が
あ
っ
た
（
市
毛
弘
子
「
通
信
使
か
ら
の
音
物
」『
静
岡
県
地
域
史
研
究
会
報
一
一
八
、
二
〇

〇
一
年
）。
ま
た
元
禄
十
四
年
四
月
に
は
、
赤
穂
城
引
渡
し
の
上
使
を
脇
坂
安
照
と
と
も
に
勤
め
て
お
り
（「
赤
穂
城
御
請
取
書
留
」『
忠
臣
蔵
第
三

巻
』
赤
穂
市
、
一
九
八
七
年
、
一
一
四
頁
、『
赤
穂
城
請
取
在
番
御
用
覚
』
龍
野
市
歴
史
文
化
資
料
館
、
一
九
九
五
年
、
二
頁
）、
赤
穂
事
件
と
も

関
わ
り
を
持
っ
た
。

（
33
）　
「
一
関
藩
家
中
長
岡
七
郎
兵
衛
記
録
」（
前
掲
注
32
『
忠
臣
蔵
第
三
巻
』
一
九
頁
）。

（
34
）　

笠
谷
和
比
古
『
武
士
道
と
日
本
型
能
力
主
義
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
二
二
頁
。

（
35
）　

笠
谷
氏
は
こ
の
説
の
出
典
を
「
冷
光
君
御
伝
記
」（
前
掲
注
32
『
忠
臣
蔵
第
三
巻
』
四
頁
）
と
す
る
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
成
立
年
代
の
明
ら
か
な

義
士
伝
で
こ
の
説
が
見
え
る
の
は
、
加
賀
藩
士
杉
本
義
鄰
が
元
禄
十
六
年
に
著
し
た
「
赤
穂
鐘
秀
記
」（
鍋
田
昌
山
編
『
赤
穂
義
人
纂
書
第
二
』
国

書
刊
行
会
、
一
九
一
〇
年
所
収
）
が
最
初
で
あ
る
。

（
36
）　

前
掲
注
35
で
記
し
た
「
赤
穂
鐘
秀
記
」
の
著
者
杉
本
義
鄰
は
、
加
賀
藩
の
定
番
歩
士
と
い
う
階
層
の
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
も
御
馳
走
人
役
の
実
態

を
知
り
え
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）　

福
留
真
紀
『
名
門
譜
代
大
名
・
酒
井
忠
挙
の
奮
闘
』（
角
川
叢
書
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
一
頁
。
福
田
千
鶴
『
人
物
叢
書　

酒
井
忠
清
』（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
二
二
〇
頁
。

（
38
）　

徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史　

赤
穂
義
士
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
一
年
）、
七
一
頁
。

（
39
）　

こ
の
よ
う
な
義
央
の
対
応
は
新
将
軍
綱
吉
の
親
族
に
対
し
て
も
変
ら
な
か
っ
た
。
拙
稿
「
一
次
史
料
か
ら
見
た
吉
良
義
央
の
人
物
像
」（『
義
周
公

没
後
三
〇
〇
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

吉
良
上
野
介
義
央
と
義
周
資
料
集
』
義
周
公
没
後
三
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
）。
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足
守
木
下
家
文
書
「
公
家
衆
御
馳
走
初
中
後
之
覚
」
に
つ
い
て
（
小
林
）

（
40
）　

瑞
輪
寺
は
、
寛
永
五
年
以
前
に
法
親
王
ら
の
宿
所
と
し
て
見
え
る
「
隋
林
寺
」
と
同
寺
院
と
考
え
ら
れ
る
。
久
保
貴
子
「
明
暦
大
火
以
前
の
参
向

公
家
の
宿
所
に
つ
い
て
」（
前
掲
注
10
『
吉
良
家
日
記
』、
七
八
一
頁
）。

（
41
）　
「
添
田
儀
左
衛
門
日
記
」（
浪
川
健
治
編
『
近
世
武
士
の
生
活
と
意
識
「
添
田
儀
左
衛
門
日
記
」
―
天
和
期
の
江
戸
と
弘
前
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇

〇
四
年
）
延
宝
九
年
五
月
十
五
日
条
。

（
42
）　

村
上
直
ほ
か
三
名
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
三
四
九
頁
。『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
九
』（
続
群

書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）、
三
六
六
頁
。

（
43
）　

前
掲
注
16
「
年
録
」
七
八
、
延
宝
八
年
五
月
二
十
三
日
条
、
な
お
「
御
賄
」
の
別
任
に
つ
い
て
、
前
掲
24
平
井
論
文
参
照
。

（
44
）　
「
年
録
」
一
一
六
、（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵　

請
求
番
号
八
三
三
‐
一
）
元
禄
十
年
二
月
四
日
条
参
照
。

（
45
）　

長
谷
川
強
校
注
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）、
一
〇
九
頁
。

（
46
）　

中
川
学
氏
は
、
元
禄
十
四
年
の
江
戸
城
刃
傷
事
件
の
対
応
か
ら
、
当
時
の
幕
府
が
穢
の
有
無
と
儀
礼
の
関
係
を
判
断
す
る
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
と
す
る
（「
近
世
に
お
け
る
触
穢
観
念
と
政
治
秩
序
―
為
政
者
の
死
と
穢
―
」『
歴
史
学
研
究
増
刊
号
』
八
〇
七
、
二
〇
〇
五
年
）。
こ
れ

が
正
し
い
と
す
る
と
そ
も
そ
も
穢
の
清
祓
に
係
る
伺
書
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
47
）　

前
掲
注
24
平
井
論
文
。
た
だ
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
幕
府
勘
定
帳
に
「
金
九
百
三
拾
両
余　

年
始
参
向
之
公
家
衆
御
賄
料
」、
享
保
十
六
年

（
一
七
三
一
）
の
幕
府
勘
定
帳
に
「
金
九
百
四
拾
両　

年
始
参
向
之
公
家
衆
御
賄
御
入
用
」「
米
拾
六
石
余　

年
始
参
向
之
公
家
衆
御
賄
料
」
と
記

す
史
料
が
あ
る
の
で
（
大
野
瑞
男
「
史
料
紹
介　

享
保
改
革
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料　

大
河
内
家
記
録
」（
一
）（
二
）『
史
学
雑
誌
』
八
〇
‐
一
・

二
、
一
九
七
一
年
）、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

（
48
）　

前
掲
注
26
小
岩
論
文
、
六
〇
頁
。
前
掲
注
27
宮
内
論
文
、
七
九
頁
。
な
お
木
下
家
文
書
で
は
表
１
通
番
14
「
勅
使
御
馳
走
直
勤
帳
」
と
15
「
勅
使

直
勤
帳
」
が
同
じ
性
格
の
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

（
49
）　

大
石
学
「
日
本
近
世
国
家
に
お
け
る
公
文
書
管
理
―
享
保
の
改
革
を
中
心
に
―
」（『
史
境
』
三
六
、
一
九
九
八
年
）、
大
石
学
『
元
禄
時
代
と
赤
穂

事
件
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
〇
八
頁
。
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（
50
）　

岩
下
哲
典
『
権
力
者
と
江
戸
の
く
す
り
―
人
参
・
葡
萄
酒
・
御
側
の
御
薬
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
八
年
、
一
〇
一
頁
以
下
。

（
51
）　

木
下
家
文
書
に
も
「
手
札
」「
御
手
札
」
と
の
記
述
の
あ
る
史
料
と
し
て
、
表
１
通
番
５
「
御
馳
走
中
案
詞
下
」
が
あ
る
。

（
52
）　

佐
藤
孔
亮
『「
忠
臣
蔵
事
件
」
の
真
相
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
〇
頁
。




